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　就学前の幼児と保護者を対象
とした子育てひろばを開催しま
す。６月は次のプログラムを用
意していますので、お気軽にご
参加ください。
◦とき　6 月 20 日㈪　10:00 ～
　11:30
◦�ところ　公民館 4 階　大会議

室
◦�対象　就学前の幼児と保護者
◦定員　20 人
◦�内容　「牛乳パックで車を作ろ

う！」
　　牛乳パックを使って工作を         
　し、できた車で遊びましょう！
　子育て支援センターの先生に
　子育てについてのご相談があ
　る方も、この機会にぜひご参
　加ください。
◦�講師　子育て支援センター　

保育士
◦�参加料　無料
◦�申込　6 月 16 日㈭までに下記へ
問社会教育係℡ 74-8379
　または子育て支援センター　
　℡ 54-2450

　ゲームをして、ALT のシベル
先生、バンサリ先生ともっと仲
良くなろう！
◦とき　6 月 18 日㈯　10:00 ～
　11:30
◦�ところ　公民館 4 階　大会議室
◦�対象　小学生（3 年生以下は

保護者同伴）
◦定員　10 人　
※ 定員を超えた場合は抽選とな

ります。
◦�参加料　無料
◦�申込　6 月 13 日㈪までに下記へ
問社会教育係℡ 74-8379

　市では、市長の諮問に応じて、
行財政改革の推進について調査
および審議するために設置して
いる砂川市行政改革推進委員会
委員を公募します。
◦応募資格　市内に居住かつ住
　所を有する満 20 歳以上の方
◦公募人員　２人
◦�任期　令和 4 年 7 月 7 日～同

６年７月 6 日
◦�提出書類　応募の動機などを

記入した所定の様式
◦�申込　6 月 15 日㈬までに下記

へ
問�職員係℡ 74-8782

　シカなどによる農業被害対策
として、追い払いに使用する動
物駆逐用花火の講習会を実施し
ます。この講習を受講すると、
動物駆逐用花火の使用に必要な
煙火消費保安手帳を取得できま
す。受講をご希望の方は申し込
みください。
◦�とき　6 月 27 日 ㈪ 10:30 ～

11:30
◦�ところ　市役所 2 階　大会議

室
◦�受講料　新規 4,200 円、手帳

保持者 1,500 円（2 年目から）、
更新 3,700 円（5 年ごと）
◦�持ち物　受講料、煙火消費保

安手帳（所持者のみ）、手帳用
写真（縦 3㎝、横 2.5㎝で新規・
更新のみ）
◦�申込　6 月 16 日㈭までに下記

へ
問農政係℡ 74-8482
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行政改革推進委員会
委員募集

動物駆逐用煙火消費
保安講習会の開催

砂川太極拳研究会
会員募集 ６月の子育て広場

　砂川太極拳研究会では、会員
を募集しています。太極拳は生
涯スポーツであり、心と身体を
健やかに導きます。ぜひ一度、
見学や体験にお越しください。
◦�とき　毎週木・土曜日　13:30 ～
◦�ところ　公民館 4 階　大会議

室
◦�参加料　1 か月 1,000 円
問�山田℡ 52-6512

　令和 5 年 3 月新規学校卒業者
（中学・高校）の求人は、6 月 1
日から受け付けを開始します。
　新規学校卒業者の多くは地元
での就職を希望していますが、
地元企業の求人公開の遅れから、
多くの若い人材が地元を離れて
就職しています。
　早期に採用計画を立て、ハロー
ワークへ求人申し込みをしま
しょう。

◦求人受理開始　6 月 1 日㈬～
◦事業主への求人票（控）返戻
　7 月 1 日㈮～
◦�推薦（紹介）・選考・採用内定開始
　12 月 1 日㈭～

◦求人受理開始 　6 月 1 日㈬～
◦事業主への求人票（控）返戻
　7 月 1 日㈮～
◦推薦（紹介）開始
　9 月 5 日㈪～
◦選考・内定開始
　9 月 16 日㈮～
問�ハローワーク砂川℡ 54-3147

国際交流ふれあい
in 砂川Ⅰi

ハローワークによる
新卒求人の受付開始

新規中学校卒業者

新規高等学校卒業者
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　「同じ年齢の子どもと遊ばせた
い」「育児の相談をしたい」そん
な保護者を応援するため、保育
所を開放します。どうぞお気軽
にご利用ください。ご利用の際
は、事前に申し込みが必要です。
◦�とき　6 月 15 日㈬　10:00 ～

11:00
◦ところ　市内保育所
◦対象　未就学児とその保護者
◦�内容　「シールで遊ぼう」
◦�申込　下記へ
問ひまわり保育園℡ 54-4555
　さくら保育園℡ 52-3335
　空知太保育所℡ 53-3287

　海洋センターでは、カヌー・
ローボートの無料体験を行って
います。
◦�開放期間　9 月 30 日㈮まで
　 10:00 ～ 15:30（ 最 終 受 付

15:00）
・平日　団体利用のみ（要予約）
・�日曜日　一般開放（予約不要、

7 月は土曜日も開放）　
◦休庫日　毎週月・土曜日
◦申込　下記へ
問海洋センター℡ 52-4809

　そらっぷセンター（北地区コ
ミュニティセンター）では、管
理人を募集しています。ぜひご
応募ください。
◦募集人員　若干名
◦業務内容　管理運営業務
◦申込　下記へ
問そらっぷセンター運営委員会
　中川℡ 090-2693-7397

　7 月の健診を次のとおり行い
ますので、ご希望の方は申し込
みください。
◦とき　7 月 1 日㈮～ 11 日㈪
◦�ところ　細谷医院、明円医院、

村山内科医院、いとう内科循
環器科クリニック、砂川慈恵
会病院
◦�対象　後期高齢者医療保険加

入者
◦料金　400 円
◦�申込　6 月 1 日㈬～ 10 日㈮ま

でに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　新入社員の育成と戦力化に
は、入社後の「基本的な教育」
が鍵を握ります。本セミナーで
は、新入・若手社員が絶対にマ
スターしたいビジネスの基礎実
務を集中的に研修します。
◦�とき　６月 16 日㈭　13:30 ～

16:00
◦�ところ　地域交流センターゆ

う　ミニホール
※�オンラインでの参加をご希望

の方は、後日 ID などをご連絡
します。
◦�対象　新人社員または入社５

年以内の若手職員
◦�講師　中小企業診断士　坂本

篤彦　氏
◦�参加料　無料
◦�定員　会場 30 人、オンライン

30 人
◦�申込　６月 10 日㈮までに下記

へ
問企業労政係℡ 74-8385　

　虫歯予防のため定期的（6 か
月ごと）にフッ素塗布を受けま
しょう。
◦�とき　6 月 15 日㈬　受付 9:30

～ 10:00
◦ところ　ふれあいセンター
◦対象　満 1 歳 6 か月～ 6 歳
※ 人数を制限する場合がありま

す。
◦料金　無料
◦�持ち物　母子健康手帳と子ど

もの歯ブラシ 2 本
※ 必ず歯磨きをしてきてくださ

い。希望者には歯の染め出し
も行います。
◦�申込　6 月 14 日㈫までに下記

へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　総務省では、6 月 1 日を「電
波の日」と定め、6 月 10 日まで
の電波利用環境保護周知啓発強
化期間に電波利用に関するルー
ルの周知・啓発活動を行います。
　総務省北海道総合通信局で
は、適正な電波環境の維持に努
めています。電波に関する困り
ごとやご相談は、下記へお問い
合わせください。
問総務省北海道総合通信局
　℡ 011-737-0099
【8:30 ～ 12:00、13:00 ～
17:00（土・日曜日、祝日を除
く）】　
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そらっぷセンター
管理人募集

後期高齢者健康診査

すながわ健康ポイント対象事業

フッ素塗布6月の保育所開放

i ６月１日は電波の日

新人社員 “基礎徹底
マスター ”研修i カヌー・ローボート無料体験
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　平成 27 年 6 月 6 日に飲酒運転を原因とする危険で無謀な運転により 5 人が死傷する悲惨な交通事故が市内
で発生し、市民の皆さんに飲酒運転の恐ろしさと大きな憤り、そして深い悲しみをもたらしました。飲酒運転
の撲滅は市民の願いであり、再発防止に努めなければなりません。そのためにも、「飲酒運転をしない、させない、「飲酒運転をしない、させない、
許さない」許さない」という強い自覚を持ち、すべての人が一体となって飲酒運転の撲滅に取り組むため、平成 27 年 12 
月 7 日に「砂川市飲酒運転撲滅に関する条例」が制定され、6 月 6 日は「飲酒運転撲滅の日」と定められています。
　飲酒による交通事故は自身の暮らしはもちろん、家族、友人、職場など多くの人に影響を与える「悪質な犯罪」
です。楽しい「お酒」とするためにも、「飲酒運転」は絶対にしてはいけません。

▶アルコールの１単位　　　　　　　　
　アルコール摂取量の基準とされる 1 単位とは、純
　アルコールに換算して 20g です。（右記参照）
▶アルコールの分解に必要な時間
　1 単位のアルコールの分解には男性で約 4 時間、
　女性で約 5 時間かかります。3 単位飲んだら半日
　はアルコールが体内から消えません。酔いがさめ
　ていても、この状態で運転すれば飲酒運転です。
問生活交通係℡ 74-4758

６月６日は「飲酒運転撲滅の日」

令和 4年度「砂川市少年の主張大会」開催

純アルコール 20g（1単位）に相当する目安量
ビール（5％）　 500ml（中ビン 1�本）
日本酒（15％） 180ml（1�合）
ワイン（12％） 200ml（グラス 2�杯）
チューハイ（7％） 350ml（1�缶）
焼　酎（25％） 100ml

◦と　き　６月４日㈯　10:30 ～ 12:00
◦ところ　公民館４階　大会議室　
◦発表者とテーマ
　 盛川　琴音（砂川中学校３年）「伝統芸能を守るために」
　太田　菜絵（石山中学校３年）「まん防が終わった今だから」
　浅川　奏芽（砂川中学校２年）「私たちが生きる時代」
　工藤　来春（石山中学校３年）「角度を変えて見る世界」
　林　　夢華（砂川中学校２年）「友達の大切さ」
　清原　結和（石山中学校２年）「石山中から物申す」
　伊藤　史乃（砂川中学校３年）「『Love myself』」
※  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一般の方の観覧はできません。詳しくは下記へお問い合わせく

ださい。
問社会教育係℡ 74-8379

昨年度の様子
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成年後見支援センターへご相談ください
～こんな時にはご相談を～
〇 親が認知症を患い介護を受けている。入院などでお金が必

要になったときに、親の預貯金や定期預金を引き出せるだ
ろうか…
〇 同居している子どもに障がいがある。世話をできなくなっ

たときはどうしよう…

　このような困りごとなどについて、担当の相談員がご本人の様子や事情などを聴きながら、成年後見制度の
利用などを一緒に考えるお手伝いをしています。話をすることで考えの整理につながることもありますので、
まずはご相談ください。来館の際は事前にご連絡をいただくとスムーズです。

■成年後見支援センターの役割
　 　センターでは、相談受け付けのほか制度の普及啓発、制度を支える「市民後見人」の養成などを行っています。

今年は次の２つの事業を開催しますので、多くの方のご参加をお待ちしています。各事業の詳細は社会福祉
協議会ホームページに掲載している開催要綱をご覧いただくか、成年後見支援センターへお問い合わせくだ
さい。

●成年後見制度「市民フォーラム」
　◇と　き　６月 14 日㈫　14:00 ～ 16:00
　◇ところ　地域交流センターゆう　大ホール　
　◇定　員　100 人
　◇内　容　・基調講演「成年後見制度って？」
　　　　　　　岩見沢ななほし法律事務所
　　　　　　　弁護士　田村 秀樹　氏
　　　　　　・ シンポジウム「これからの成年後見制度～市民後見人が活動しやすい地域って～」
　◇参加料　無料
　◇申　込　 6 月 10 日㈮までに成年後見支援センターへ

●市民後見人養成講座
　◇と　き　７月 20 日㈬～８月 26 日㈮　
　　　　　　（全 11 回 / 毎週水・金曜日開催）
　◇ところ　地域交流センターゆう　大研修室
　◇対　象　 社会貢献活動に関心があり、市民後見人とし

て活動する意欲のある 20 歳以上の市民
　◇定　員　20 人
　◇内　容　 市民後見人として活動する際に必要となる右

記の内容
　◇参加料　無料
　◇申　込　 7 月 14 日㈭までに成年後見支援センターへ

問成年後見支援センター（公民館１階　社会福祉協議会内）
　℡ 52-2588

【社会福祉協議会　正職員募集】
◦��資　格　 令和５年４月１日時点で 30 歳以下の社会福祉士の資格を有する方、または令和５年３月 31 日

までに取得見込みの方　※ 募集要項は社会福祉協議会ホームページまたは事務所でご確認ください。
◦�試験日　７月３日㈰
◦�申　込　6 月 22 日㈬までに下記へ
問社会福祉協議会℡ 52-2588

日　程 内　　容
7/20 ㈬ 市民後見概論ほか
7/22 ㈮ 事務報告の作成ほか
7/27 ㈬ 関連制度（医療・年金ほか）
7/29 ㈮ 日本の制度（高齢者・障がい者）
8/3㈬ 高齢者及び認知症の理解
8/5㈮ 障がいの理解（知的・精神）
8/10 ㈬ 民法の基礎
8/12 ㈮ 施設見学
8/19 ㈮ 対人援助の基本
8/24 ㈬ 後見人の実務
8/26 ㈮ 意思決定支援のあり方

▶成年後見制度とは…
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理
由により、判断能力が不十分な方々のため
に、ご本人に代わって財産管理や法的な手
続きなどの身上保護を行うことで権利を擁
護する制度です。


